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1	 日本における中小企業を取り巻く状況

　日本の中小企業数は約 358 万社、従業者数は

3,220 万人に達する。これは日本の総企業数の

99.7％を占め、雇用全体のおよそ 7 割を担う。中

小企業は、日本および地域の産業を支える経済、雇

用の大きな担い手であるといっても過言ではない。

そのような中、新型コロナウイルス感染症の影響は、

中小企業の経営を直撃した。人々の活動、移動は制

限され、個人の消費意欲、法人の設備投資意欲は大

きく減退した。世界的に、多くの商品・サービスに

おいて需要減と供給減が同時に発生したことで、大

きく業績を落とした中小企業も多い。現在、政府は、

中小企業を支援すべく、既存施策の拡充と新規施策

の実施を並行して進めている。施策は「資金繰り」

から「IT 化」「事業転換」と多岐にわたり、中小企

業庁等のウェブサイトを中心に、幅広く発信されて

いるところである。

　他方、2020 年 9 月に発足した菅内閣では、中小

企業基本法の見直しについて言及しており、今後、

中小企業の再編が進む可能性がある。企業再編の具

体的な打ち手は、中小企業の統廃合であり、その結

果、経営資源の集約化、非採算部門の撤退などコス

ト削減につながるものと考えられる。

　企業再編への歩みがコスト削減の観点から進めら

れるのであれば、日本および地域の産業を長らく支

えてきた中小企業が保有する唯一無二の技術や人

材、商品・サービスの付加価値が減少していく可能

性も否定できない。企業の存続を問う企業再編を進

める前に、中小企業の支援を行う機関（中小企業支

援機関。以下、支援機関）の取り組みを拡充すると

ともに、既存の支援機関の役割や機能を見直し、中

小企業が抱える経営課題の解決を手厚く支援してい

くことの方が優先順位は高いのではないだろうか。

　中小企業を取り巻く環境が大きく変化する中、本

稿では、新型コロナウイルス感染症の発生から 1 年

近くが経過するタイミングで、中小企業経営者（以

下、経営者）を対象としたアンケートを実施し、い

ま経営者が重視している経営課題や、支援機関との

関わりを把握した。その結果をもとに、今後の支援

機関に求められる役割や機能について検討を行った。

2	 アンケート結果に見る「経営者が重視する経営	

	 課題」

1）	 経営者を対象としたアンケートの実施

　2021 年 3 月、NRI は、経営者が新型コロナウイ

ルス感染症影響下において重視している経営課題

や、支援機関の活用状況を把握するために、全国の

経営者・役員およそ 1,000 人を対象にアンケート

調査を実施した。アンケート調査の実施概要ならび

に企業属性は以下のとおりである（図表 1）。

　以下、アンケート調査結果から見える中小企業の

実態および支援機関の活用状況について概説する。
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	図表 1　アンケート調査の実施概要

  ※数値は四捨五入しているため、合計の数値（％）は必ずしも 100（％）にならない
  出所） NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）

	図表 2　新型コロナウイルス感染症の拡大による中小企業の業績への影響

  ※数値は四捨五入しているため、合計の数値（％）は必ずしも 100（％）にならない
  出所）NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）
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2）	 新型コロナウイルス感染症拡大による中小企業	

	 の業績への影響と経営者が重視する経営課題

　今回実施したアンケート調査の対象企業のうち、

新型コロナウイルス感染症の拡大以降、10％以上売

上高が減少した中小企業は 54.2％、30％以上売上

高が減少した中小企業は 24.4% に達する。

　特に、従業員規模 5 人以下の小規模な事業者にお

いて影響が大きく、30％以上売上高が減少した企業

は 33.3% に達し、業種別に見ると、卸売業および

サービス業において 30％以上売上高が減少した企

業の割合が高い（図表 2）。

　多くの中小企業において、新型コロナウイルス感

染症の拡大によって売上高が落ち込む中、経営者が

現在重要と考える主な経営課題は、「営業・販路開拓」

「人材の確保・育成」「商品・サービスの開発・改善」「財

務の健全化」の 4 点である。中小企業庁が作成した

「2020 年版小規模企業白書」において実施されたア

ンケート（2019 年 11 月実施）でも、中小企業は、

「営業・販路開拓」「人材の確保・育成」「商品・サー

ビスの開発・改善」「財務の健全化」を経営課題と

して重視する傾向にあることが分かっている。中小

企業の業績に多大な影響をもたらした新型コロナウ

イルス感染症の拡大であるが、その前後で中小企業

が重要と考える経営課題に変化が見られたというこ

	図表 3　中小企業が重視する課題

  注）各経営課題のうち、重要と回答した割合の高い上位 2 業種を黄で示している
  出所） NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）
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とはなく、従前より変わらず、主要な経営課題のま

ま、残り続けていることが分かる。

　ただし、経営者が現在重要と考える経営課題を従

業員規模別に見るとばらつきがある。従業員規模が

大きな企業になるほど、「人材の確保・育成」「商品・

サービスの開発・改善」といった、中長期的な投資

を必要とする経営課題を挙げる割合が高い。一方、

従業員規模 5 人以下の小規模な事業者では、「財務

の健全化」を挙げる企業の割合が高く、運転資金の

確保や借入金の削減など、短期的な足元の取り組み

を重視する傾向にある。

　また、業種別に見ると、「建設業」や「電気・情

報通信業・運輸業等インフラ関連」の中小企業は「人

材の確保・育成」に対する経営課題の認識が特に

強く、「不動産業、物品賃貸」や「小売業」では運

転資金の確保や借入金の削減など、「財務の健全化」

に対する経営課題の認識が強い（図表 3）。

3	 経営者が支援機関に期待する支援内容

1）	 経営者が過去3年以内に利用した経験のある支	

	 援機関

　中小企業が抱える経営課題を解決するための支援

組織として、全国各地に支援機関が存在する。例え

ば、商工会・商工会議所、金融機関（地銀、信金、

信組）、よろず支援拠点（国が全国に設置する、中

小企業のための経営相談所）の他、税理士、公認会

計士、中小企業診断士といった「士業」が挙げられる。

それぞれの支援機関は、全国各地において、地域の

実情や支援する業種の実態を踏まえ、中小企業の経

営支援を行っている。

　経営者が、過去 3 年以内に利用した経験のある支

援機関としては、「税理士／税理士法人」「民間金融

機関」「社会保険労務士」など、企業経営や法令順

守において接点を持つ機関が上位を占める一方、「都

道府県の中小企業支援センター」や「よろず支援拠

点」を利用したことがある経営者は少数にとどまっ

ている（図表 4）。

	図表 4　過去3年以内に利用した支援機関

  出所） NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）
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2）	 最も良かった支援機関と支援の成果

　次に、過去 3 年以内に利用した経験のある支援機

関に対する満足度について把握した。過去 3 年以内

に利用した経験のある支援機関のうち、「最も良かっ

た支援」を提供した支援機関として「税理士／税理

士法人」を挙げた経営者の割合が最も高く、次いで、

「よろず支援拠点」「コンサルタント／民間コンサル

ティング会社」「公認会計士／監査法人」を挙げた

割合が高い。

　さらに、「最も良かった支援」を挙げた支援機関

の成果として、「税理士／税理士法人」「公認会計士

／監査法人」「民間金融機関」を中心に「財務体質

改善に効果があった」を挙げた割合が高い。また、「商

工会／商工会議所」や「政府系金融機関」では「補

助金の確保」を挙げた割合が高い（図表 5）。

4	 中小企業が現在重要視する経営課題と支援機関	

	 による成果とのギャップ

　中小企業が現在重要と考える経営課題と、最も良

	図表 5　最も良かった支援を提供した支援機関と最も有効だと思った成果

  ※数値は四捨五入しているため、合計の数値（％）は必ずしも 100（％）にならない
  出所）NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）
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かった支援機関の支援の成果を比較してみると、経

営者が現在重視する四つの経営課題「営業・販路開

拓」「人材の確保・育成」「商品・サービスの開発・

改善」「財務の健全化」のうち、「営業・販路開拓」

「人材の確保・育成」「商品・サービスの開発・改善」

については、それぞれ「売り上げ向上や新規顧客開

拓に効果があった（10.6％）」「人材の育成・確保・

維持に効果があった（8.8％）」「新商品・サービス

開発に効果があった（5.9％）」という評価となって

いる。一方で、「財務の健全化」については、「財務

体質改善に効果があった（38.3％）」「コスト削減や

業務効率化に効果があった（25.5％）」、さらには「国

や自治体等の補助金が確保できた（20.1％）」とい

う評価となっている（図表 6）。

　つまり、経営者が重視する四つの経営課題のう

ち、「営業・販路開拓」「人材の確保・育成」「商品・

サービスの開発・改善」については、支援機関が十

分に応えられていない可能性が高いといえる。特に、

これらの課題は、企業にとって時間を要する中長期

的な施策であり成果が見えづらく、また、業種、業

態によって中小企業が期待する支援内容も異なるた

め、支援機関として十分な対応ができないことが考

えられる。

　一方で、経営者が重視する四つの経営課題のうち、

「財務の健全化」については、財務体質改善や補助

金確保など、短期的に成果が出やすく、成果が見え

やすいこともあり、経営者は支援の成果として感じ

ている可能性が高い。

5	 地域として今後実施すべき取り組み

　このように、「経営者が重視する経営課題」に対し、

「支援機関による支援の成果」にミスマッチがある

ことを踏まえると、今後の支援機関としての支援内

容ならびに、支援機関に求められる役割や機能につ

いて検討する必要があると考える。具体的には、今

後、地域として、「①地域内にある支援機関の認知

度向上」「②地域内にある支援機関同士の連携促進」

「③地域外の組織との連携促進」の 3 点を進めてい

く必要があると考える。

	図表 6　中小企業の経営課題と支援の成果の比較

  出所） NRI「中小企業経営に関するアンケート」（2021 年 3 月）
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①	 地域内にある支援機関の認知度向上

　支援機関は、個人で経営する「税理士」「中小企

業診断士」「弁護士」といった士業から、一定規模

の相談員・支援員を抱える「商工会／商工会議所」「よ

ろず支援拠点」「金融機関」まで存在し、経営規模・

形態・支援可能な内容は千差万別である。

　一方、経営者が日頃付き合いのある支援機関は、

それほど多くない。アンケート結果からも、過去 3

年間に相談したことのある支援機関は平均でも 2 カ

所程度であった。特に、中小企業の相談先として多

く挙げられた「税理士」や「公認会計士」などの場合、

税務、財務等に関する相談内容が中心であり、例え

ば、先述の経営者が重視する四つの経営課題のうち、

「営業・販路開拓」「商品・サービスの開発・改善」

などの経営課題まで相談していない可能性が高い。

　こうした経営課題の対応に強みを持つ支援機関の

一つとして、「よろず支援拠点」が挙げられる。中

小企業庁の報告によれば、よろず支援拠点の相談内

容のうち 7 割近くは「売り上げ拡大」であり、相談

者の満足度は高いという調査結果が出ている※1。ま

た、図表 5 から、コンサルタント／民間コンサルティ

ング会社は、「売り上げ向上や新規顧客開拓」の支

援を得意としている様子がうかがえる。しかし、こ

れら支援機関を利用したことがある中小企業は極め

て少数であり、また他の属性の支援機関でも「営業・

販路開拓」「商品・サービスの開発・改善」の支援

が得意であることが知られていないケースも想定さ

れる。

　支援を受ければ満足のいく成果が得られる可能性

があるにもかかわらず、十分に活用されていない理

由の一つとしては、そもそも相談先として存在を知

らない、つまり中小企業からの認知度の低さが考え

られる。そのため、まずは、中小企業に対して、地

	図表 7　地域として実施すべき取り組みの方向性

  出所） NRI 作成

※ 1　中 小企 業 庁　2019 年 3 月 13 日
「『中小企業政策審議会中小企業経営支援
分科会中間整理』の進捗報告」
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域内にある支援機関と、その支援機関が得意とする

支援内容の認知度を高め、中小企業の利用を促進す

ることが必要である。

　現在、中小企業庁は、認定経営革新等支援機関検

索システム※ 2 やミラサポ plus※ 3 を通じて、地域の

支援機関を検索できるプラットフォームを構築して

いる。中小企業が支援機関を認知し、実際に支援を

依頼できるようにするためには、こうした地域の支

援機関の概要・相談可能なテーマや業種・支援実績

の概要（件数や採択率等）等を閲覧することができ

る既存のプラットフォームの認知度を高めていくこ

とが第一歩となる。

　効果的に認知度を向上させていくためには、ウェ

ブサイトでの案内やチラシの配布等に加え、より直

接的に中小企業に働きかけていく「アウトリーチ」

の取り組みも必要である。例えば、経営者の関心の

高い「事業承継セミナー」に参加した次世代経営者

に向けて「販路拡大支援」の紹介をしたり、政府の

補助金説明会の場で、売り上げ拡大に向けた「商品・

サービス改善支援」の説明をしたりするといった取

り組みが考えられる。中小企業庁を中心にこうした

活動を行うことで、プラットフォームの認知度向上

だけでなく、中小企業に対して、経営課題への気づ

きを与え、相談のきっかけを提供することが可能と

なる。

② 地域内にある支援機関同士の連携促進

支援機関は中小企業の日々の経営相談を受ける中

で、これまでとは全く異なる分野の経営課題を相談

されたり、中小企業の新たな経営課題に気づいたり

することもある。その場合、仮に当該支援機関では

対応できない内容であっても、他の支援機関に対応

を依頼することができれば、相談者の新たな経営課

題や悩みに応えることが可能となる。つまり、地域

の支援機関が積極的に連携しさえすれば、地域全体

で中小企業の多様な経営課題に対応することが可能

となる。

　このような状況を踏まえ、地域では、支援機関の

連携を促進するための活動を行ってきた。自治体が

中心となって支援機関の連携ネットワークを構築す

る動きや、よろず支援拠点が他の支援機関を紹介し

たり、逆に支援機関がよろず支援拠点を紹介したり

するという流れをつくり出すことにチャレンジして

きたところである。しかし、実際のところ、地域で

支援機関同士の連携がうまく機能しているケースは

多くない。その要因として、（1）支援機関が他の支

援機関と連携したいと考えてもそもそも他の支援機

関のことをよく知らないこと、（2）自治体やよろず

支援拠点等と連携している支援機関の種類、数に偏

りがあること、（3）他の支援機関を知っていても連

携することによるインセンティブが少ないこと、の

３点が考えられる。

（1）の要因への対応としては、「①地域内にある

支援機関の認知度向上」において言及したように、

地域内にある各支援機関が得意とする支援内容や実

績を中小企業のみならず、支援機関にも広く認知し

てもらうことが挙げられる。ただし、支援機関がお

互いのことを知る機会を得るだけでは、これまで全

くつながりのない支援機関同士が気軽に連携するこ

※ 2　中小企業庁が運営する、全国の
認定経営革新等支援機関を検索するサ
イト。地域・支援機関の種別の他、相
談内容や支援実績による検索が可能。
https://ninteishien.force.com/NSK_
CertificationArea
※ 3　中小企業庁が運営する、中小企業
の総合支援サイト。支援者や支援組織を
検索できる他、さまざまな支援制度の
検索から電子申請までが可能。https://
mirasapo-plus.go.jp/

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
https://mirasapo-plus.go.jp/
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とは、現実的には難しい。連携に至るまで関係性を

深めるためには、相談内容に応じ、各支援機関の得

意分野や相性までも考慮し、最適な支援機関および

担当者につなぎ合わせる機能がどうしても欠かせな

い。そのために、支援機関をサイト上で検索できる

仕組み等に加え、自治体やよろず支援拠点等が支援

機関からの紹介依頼を広く受け付け、中小企業の経

営相談の内容を把握し、支援機関同士をつなぐ機能

をさらに高度化していくことが必要である。

　（2）の要因への対応としては、連携先として多様

な支援機関が名を連ねることが必要である。例えば、

「地域のワンストップ窓口」として他の支援機関と

の連携による専門性の高い経営アドバイスを重要な

ミッションとしているよろず支援拠点であるが、中

小企業庁が 2016 年に実施した「よろず支援拠点満

足度調査結果」※ 4 によれば、よろず支援拠点利用

事業者の 4 割が他の支援機関からの「紹介」によっ

て訪問しており、紹介した機関の多くは、金融機関

と商工会／商工会議所となっている。一方、先述の

図表４では、過去 3 年以内に中小企業が利用した支

援機関として税理士／税理士法人、公認会計士が多

く挙げられたが、この支援機関からの紹介は非常に

少ないことが分かる（図表 8）。つまり、支援でき

る人材も多く、規模も大きい「金融機関」や「商工

会／商工会議所」は地域内にその数も限定されてい

ることから、効率的に連携体制を構築できるが、中

小企業の主な相談先となっている税理士や公認会計

士等の士業とはうまく連携できていない可能性が高

い。この実態を踏まえ、今後は、個人経営等の規模

が小さな士業等の支援機関ともネットワークを構築

した上で積極的に声をかけ、支援機関の種類の偏り

を減らしていくことが必要といえるだろう。

　（3）の要因への対応としては、政府が主導し、こ

れまでにない新しい制度を設計することが期待され

る。例えば、中小企業が複数の支援機関から経営支

援を受けた場合、国の事業への採択可能性が向上す

るといった仕組みが考えられる。これは政府、中小

企業にとってもメリットが大きく、日々の経営相談

を行っている支援機関以外の支援機関からも客観的

なアドバイスを受けることで、新たな気づきを得る

ことができ、事業の成功確率が高まることにもつな

がると考えられる。その他、連携に積極的な支援機

	図表 8　よろず支援拠点への相談（訪問方法とよろず支援拠点を紹介した機関）

  出所） 中小企業庁「よろず支援拠点満足度調査結果」（2016 年）

※ 4　中小企 業 庁　2017 年 1 月 16 日
「『よろず支援拠点』の利用事業者に対す
るアンケート結果について」
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関を表彰する制度を確立することもインセンティブ

の一つになると考えられる。

③	 地域外の組織との連携促進

　地域内での支援機関の連携ができた後、さらに相

談者への対応範囲を広げていくためには、域外の組

織との連携が必要になると考えられる。

　地域内の企業同士の連携は、経営者が集まる機会

が提供されるなど、比較的支援が行われているとこ

ろではある。しかし、現状の相談内容がさらに、多

様化、高度化していき、例えば、デジタルトランス

フォーメーション（DX）の推進や新マーケットの

創出などについて相談があった場合、支援機関に十

分な知見や実績がないことから、地域の支援機関が

連携しても、対応できないことが想定される。こう

いった状況を想定し、特定の分野において圧倒的な

専門性を有する域外の企業や人材と連携することが

期待される。

　ただし、一つの地域が企業と連携することは、現

実的には難しい。そこで、例えば、中小企業基盤整

備機構や日本商工会議所など、支援機関の全国組織

に相当する機関と特定の技術やソリューションに強

みを持つ企業が連携・協力に関する協定を取り交わ

し、地域からの依頼があった場合、当該企業を紹介

し、連携の支援をすることで、相談者の課題を解決

できることにつながることが期待される。なお、域

外の企業と連携をする場合、基本的には企業同士の

契約として進め、支援機関はあくまで案件を紹介す

るという位置づけとなる。

　域外の特定のソリューションを保有する企業と連

携することによって、地域企業が求めている課題へ

の対応領域をさらに拡充することが可能になる。

６	 おわりに

　菅内閣によって中小企業基本法の見直しが言及さ

れているいま、企業再編が必要以上に加速する可能

性がある。企業再編によって中小企業が保有する付

加価値や、唯一無二の技術や人材が衰退していく可

能性も否定できず、長期的な目線で考えると、企業

再編が正しい解決策にはならない可能性もある。

　企業の存続を問う企業再編をいきなり進める前

に、まずは、既存の支援機関の役割や機能を見直す

ことが先ではないだろうか。今回のアンケートで明

らかになったように、経営者が抱える課題と支援機

関の対応領域のすり合わせを行うことで、中小企業

に対してさらに良質な支援を提供することが可能に

なるといえる。

　また、その実現に向けて、中小企業庁が特定の地

域、特定の支援機関をモデルケースとして、地域内

にある支援機関のさらなる認知度向上に向けた仕組

みの構築、地域内の支援機関同士の連携の促進、支

援機関の全国組織と特定の技術やソリューションに

強みを持つ企業との連携協定などを実証的に進めて

いくことが有効ではないだろうか。
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